
環境保全行動実績報告書 解説 

 

当初、環境保全協定は、一般的に環境管理が環境法規制を遵守することを目的としてい

た社会情勢の中で、地球環境をも見据えて事業者の積極的な環境保全活動を支援するため

の先駆的な取り組みとして開始されました。最近では、社会的にも地球環境問題が重要視

され、地域環境から地球環境まで幅広く考えて環境保全に取り組むマネジメント体制が求

められています。 

現在、急速に進んでいる地球規模の温暖化対策として、温室効果ガスの削減は緊急を要

する重要なテーマであり、事業者から提出される実績報告書を有効に集計し、その成果を

自治体に求められている『地球温暖化対策地域推進計画』の策定に活用するなど、事業者

との協働によって取り組むべき課題となっています。 

そこで、今回、事業者からの報告書様式を最近の環境政策の重点課題から見直し、整理

しやすい様式として提案するものです。 

このことは、事業者の報告書作成の負担軽減となり、より多くの事業者からの報告書の

提出が見込まれるため、地域としての温室効果ガス排出量の把握についても精度の向上が

図られるとともに、事業者との意見交換もより積極的に行われることが期待されます。 

 

Ⅰ.事業概要 

業種は、産業分類に基づいて記入してください。 

事業内容を簡潔に説明してください。 

 

Ⅱ.環境マネジメントシステム 

環境方針、環境管理組織について 

先に行われたアンケート調査の結果によると、『報告に必要なデータが整備されていな

い』『環境保全活動の体制が確立されていない』の回答が多く見られたために、今後も環

境保全活動を継続的に推進していくために、環境方針、環境管理体制を確認します。 

環境方針は、環境に関して組織の進むべき方向性を定めたもので、環境管理組織は事

業所が、環境方針を設定し、その達成に向けた取り組みを実施するための組織の体制等

のことです。 

 

※ 記載例 

Ⅱ．環境マネジメントシステム 

１．環境方針 （全ての事業所が記入してください） 

環境方針 

１． 

２． 

３． 

４． 

 

 

 具体例（各事業所ごとの環境方針をお書きください。） 
１．環境マネジメントシステムを構築し、継続的な改善に取り組みます。
２．環境関連の法律、条例、協定などを遵守します。 
３．次に掲げる重点項目について目標を設定し、行動計画を定め、取り
組みます。 
○地球温暖化対策のために省エネルギーを進めます。 
○循環型社会構築のために廃棄物の削減やリサイクルを進めます。 
○大切な資源保全のために水資源や紙資源などの省資源を進めます。

４．活動内容を外部に公表し、環境コミュニケーションを進めます。 



Ⅲ.環境パフォーマンス 

事業所などが環境に関して配慮した結果、どれだけ環境負荷を削減したかを示す指標

が環境パフォーマンス(環境負荷削減の成果)です。温室効果ガス排出量、廃棄物総排出

量、総排水量、化学物質排出量･移動量を環境パフォーマンスの重要な指標と位置づけま

す。 

１.温室効果ガス排出量 

温室効果ガスについては、これからも従前通り各事業者に積極的に取り組んでもらい

ますが、地球温暖化対策地域推進計画策定の指標となるよう、ＣＯ2排出量については最

優先課題として具体的に算出します。 

２.廃棄物排出量 

廃棄物排出量の削減及び再資源化については、循環型社会の構築を進める上で積極的

に取り組むことが求められます。 

３.水使用量の削減 

水使用量の削減は、従来の水質汚濁防止の視点からではなく貴重な水資源の節約とい

う視点から取り上げます。 

４.紙使用量の削減 

紙使用量の削減については、エコオフィスの視点から省資源の代表的な例として取り

上げます。 

５.化学物質の排出量の削減 

化学物質の排出量を国から報告を求められている事業者は、必須項目として取り組み

ます。 

 

Ⅳ.法規制の遵守 

環境法規制の遵守は当然のこととして、違反の無いことを確認します。 

 

Ⅴ.苦情への取り組み 

地域からの苦情発生の有無と対応を確認します。 

 

Ⅵ.自主的な活動 

１.グリーン購入 

最近はグリーン購入品が普及し、購入比率が高まっています。そのため、数多いグリ

ーン購入品の調査の手間を省き自主的評価を報告することとします。 

２.周辺環境の整備 

地域に対する社会貢献活動として報告します。 

３.環境レポートの公表 

環境保全活動に取り組んだ結果を公表することは、社会的な要求に応えることとなり

ます。 

４．その他 

年間をとおした環境保全活動で、特にアピールしたいことがあれば、自由にお書きく

ださい。単年度、経年を問いません。 

市のホームページ等への掲載あるいは、優良事業所としての表彰時に参考とさせてい

ただく場合があります。 


